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岡人委第８５号 

企画提案実施公告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定による随意契約の方法に

より契約を締結するため、次のとおり企画提案を募集する。 

 

令和８年６月１５日 

 

岡山県知事 伊原木 隆太 

 

１ 企画提案に付する事項 

（１）業務名   令和９年度岡山県職員募集パンフレット作成等業務 

（２）業務内容  令和９年度岡山県職員募集パンフレット作成等業務仕様書のとおり 

（３）契約期間  契約締結日から令和９年２月２６日まで 

（４）委託限度額 ９４０，５００円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２ 企画提案に参加できる者の資格 

企画提案の公告日から契約候補者が決定する日までの間において、次に掲げる要件の

全てを満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当 

  する者でないこと。 

（２）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者名簿」  

という。）に登載されている者であること。 

（３）入札参加資格者名簿の業務種目の大分類が「５企画・制作」、小分類が「７デザイン  

企画」であること。 

（４）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成１９年岡山県告示第３３２

号）に基づく入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

（５）岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ 

  ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立て   

なされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。）

でないこと。 

（７）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者でない 

  こと。 

（８）過去５年間に、国及び地方公共団体が発注したパンフレット作成の実績があること。 
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３ 業務契約に関する事務を担当する組織の名称及び契約条項を示す場所 

岡山県人事委員会事務局 任用班 

〒７０３－８２７８ 岡山市中区古京町１丁目７－３６ 

電話：（０８６）２２６－７５６１ 

ＦＡＸ：（０８６）２７３－７２７２ 

電子メール：jinjii@pref.okayama.lg.jp 

 

４ 企画提案参加手続等 

（１）仕様書及び様式の配布 

①配布期間 

令和８年６月１５日（月）から６月２９日（月）まで（閉庁日を除く。）の午前９

時から午後５時まで 

②配布場所 

上記３の場所に同じ。 

なお、岡山県人事委員会事務局ホームページからダウンロードできる。 

      https://www.pref.okayama.jp/soshiki/138/ 

（２）仕様書等に対する質問の受付 

①受付期間 

令和８年６月１５日（月）から６月２４日（水）まで（閉庁日を除く。）の午前９

時から午後５時まで 

②提出方法 

「質問・回答書」（様式第１号）を電子メールにより提出すること。 

※電子メールの件名は「令和９年度岡山県職員募集パンフレット／質問書」とする

こと。また、送信した旨を電話連絡し、受け取りの確認を行うこと。 

③宛先 

岡山県人事委員会事務局 任用班 

送信先アドレス：jinjii@pref.okayama.lg.jp 

④回答方法 

質問に対する回答は、随時、質問内容と併せて岡山県人事委員会事務局ホームペー

ジに掲載する。最終掲載は令和８年６月２６日（金）午後５時までとする。 

⑤その他 

企画提案実施後、仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てる

ことはできない。 

（３）参加表明書の提出期限、場所及び方法 

   ①提出期限 令和８年６月２９日（月）午後５時まで（必着） 

   ②提出場所 上記３の場所に同じ。 

https://www.pref.okayama.jp/soshiki/138/
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   ③提出方法 「参加表明書」（様式第２号）を持参又は郵送等 

         （書留郵便その他これに準じる方法によるものに限る。） 

（４）参加資格要件の審査及び通知等 

①審査及び通知 

参加表明書を提出した者について、上記２に掲げる事項について審査し、不適合と

認められる者に対しては、令和８年７月２日（木）午後５時までにその旨を通知す

る。この通知を受けた者は、この企画提案に参加することができない。 

②不適合の理由の説明要求 

不適合である旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った日の翌日から起

算して７日以内に、上記３の宛先にＦＡＸにより、説明を求める書面を提出するこ

とができる。 

 

５ 企画提案書及び経費見積書の提出 

（１）提出書類の提出期限、場所及び方法等 

①提出期限 令和８年７月１３日（月）午後５時まで（必着） 

②提出場所 上記３の場所に同じ。 

③提出書類 ・パンフレットの提案デザイン（カラー） １部 

         ・提案デザイン説明書（様式第３号） １部 

        ・業務見積書 １部 

        ・使用予定の紙質が分かる資材 １部 

④提出方法 持参又は郵送等（書留郵便その他これに準じる方法によるものに限る。） 

（２）その他 

  ・企画提案書及び業績見積書は「令和９年度岡山県職員募集パンフレット作成等業務 

   仕様書」により作成すること。 

  ・作成する際は、説明文や写真等はダミーを使用して、パンフレットの完成形イメー

ジが分かるように工夫すること。 

  ・素材の使用に係る使用料その他一切の費用も含めて、見積額を算出すること。 

  ・１社につき、２種類まで応募できるものとする。 

  ・提出期限以降における企画提案書等の差替え及び再提出は認めない。 

  ・提出されたパンフレットの提案デザイン等は返却しない。  

 

６ 企画提案書の審査 

（１）審査方法 

   提出されたパンフレットの提案デザイン等について、別に定める審査員が次の事項

により書類審査を行う。 

①表紙デザイン  岡山県職員募集パンフレットと一目でわかり、見た者を惹きつ             
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         ける優れたデザインであるか。 

②レイアウト   効果的に視覚に訴えるような写真、イラストが適切に配置され

ているか。 

③キャッチコピー 興味を引くキャッチコピーであるか。 

④独自性     魅力あるパンフレットにするため工夫・配慮がされているか。 

⑤見積額     提案に対して、見積額が適切であるか。 

（２）決定方法 

審査事項の合計得点が最高である提案デザインを提出した者を、受託者として決定 

  する。 

なお、審査の結果については、後日、全応募者へ書面により通知する。 

 

７ その他 

（１）契約保証金は、岡山県財務規則（昭和６１年岡山県規則第８号）第１５３条、  

   第１５４条及び第１５５条の規定による。 

（２）応募に係る一切の費用は、応募者の負担とする。 

（３）採用が決定した者は、当該提案を基本として、本県と十分協議しながら事業を進 

   めること。なお、本県の都合によりデザイン等について補正を行う場合がある。 


